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グループホームとぎしの家 

重要事項説明書兼同意書 

（認知症対応型共同生活介護サービス） 

あなたに対する介護サービス提供開始にあたり、厚生省令第 37 号第 173 条 8 条に基づい

て、当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

1 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人  あおぞら福祉会 

事業者の所在地 島根県雲南市大東町下阿用 691-2 

法人種別 社会福祉法人 

代表者名 森山幸朗 

電話番号 ０８５４－４３－３１２９ 

 

2 ご利用施設 

施設の名称 グループホーム  とぎしの家 

施設の所在地 島根県雲南市大東町東阿用 83-1 

事 業 所 の 種 類 指定認知症対応型共同生活介護・平成 12 年 4 月 1 日 

指定  雲南市３２７１４００１７２号 

管理者名 上代由美子 

電話番号 ０８５４－４３－６５５５ 

ファクシミリ番号 ０８５４－４３－６５４０ 

 

3 ご利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 雲南市市長の事業者指定 利用定

数 

雲南市基準該

当サービス 

 指定年月日 指定番号  当・非該当 

共用型認知症対応

型通所介護 

平成 18 年 11 月 1 日 島根県 3271400172 号 3 人 非該当 

 

4 事業の目的と運営の方針 

事業の目的  この事業は、要介護者であって認知症の状態である者（当該認

知症に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該認知症に伴って

著しい行動異常がある者並びにその者の認知症の原因となる疾患

が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）について共同生活住

居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その

他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者が

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

にすることを目的とする。 

施設運営の方針 １ 事業所の指定認知症対応型共同生活介護従業者は、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った指定認知症対応
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型共同生活介護の提供に努めるものとする。 

２・指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、関係市

町村、居宅介護支援事業者その他地域の保健・医療・福祉サ－ビ

スとの密接な連携を図りながら、常に利用者の認知症の状況、希

望及びその置かれている環境を踏まえて適切に行う。  

３・前項の規定に基づき提供した指定認知症対応型共同生活介護

については、常にその質の評価を行い、その改善を図るものとす

る。 

 

5 施設の概要 

(1) 敷地および建物 

 敷地 １７９５㎡ 

建物 

 

 

構造 木造瓦葺平屋建建築 

延べ床面積 ２９１．７５２㎡ 

利用定員 ９名 

 

(2)主な設備 

設備の種類 数 面積 1 人当りの面積 

食堂・居間 １室 ２５．３３㎡ 2.81 ㎡ 

浴室 １室 ４．９６９㎡  

便所 １個所 ２．４６㎡  

居室 10 室（定員１名） １４．９１㎡  

（注）各部屋の配置ならびに構造については、別添のパンフレットを参照してください。 

 

6 職員体制（主たる職員） 

従業者の職種 員数 区分 

  常勤 非常勤 

管理者 １ １ 0 

看護職員 3 0 3 

介護職員 15 1 14 

計画作成担当者(再掲) 1  1 

 

7 職員の勤務体制 

従業者の職種 勤務体制 休暇 

管理者 正規の勤務時間帯（13：30～17：30）常勤で勤務 4 週８休 

介護職員 ・早番（ 7:30～16:30） 

 日勤（ 8:30～17:30） 

 遅番（11:00～20:00） 

  夜勤（17：00～9：00 内４時間休憩） 

 

原則 

4 週８休 
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・昼間（ 8:00～20:00）は、原則として職員 1 名あたり入

所者 3 名以下のお世話をします。 

・夜間（20:00～7:30）は、原則として職員 1 名あたり入

所者９名のお世話をします。 

 

8 営業日 

営業日  年中無休 

 

9  施設サービスの概要 

(1) 介護保険給付サービス 

種 類 内   容 利用料 

食事の介助 ・調理員の立てる献立表により、栄養と

利用者の身体状況に配慮したバラエティ

に富んだ食事を提供します。（ただし、

食費は給付対象外です。） 

・食事はできるだけ離床して食堂でとっ

ていただけるように配慮します。 

介護報酬の告示上の額 

（ただし、法定代理受領

の場合は居宅介護(支援)

サービス基準額の 1 割相

当、法定代理受領でない

場合は、居宅介護(支援)

サービス基準額相当額で

す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排せつの介助 ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介

助を行うとともに、排せつの自立につい

ても適切な援助を行います。 

入浴の介助 ・週２回以上の入浴または清拭を行いま

す。 

着替え等の介助 ・寝たきり防止のため、できる限り離床

に配慮します。 

・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替

えを行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整

容が行われるよう援助します。 

・シーツ交換は週 1 回以上、寝具の消毒

は月１回実施します。 

健康管理 ・職員により、健康チェックをして健康

管理に努めます。また、緊急等必要な場

合には主治医あるいは協力医療機関等に

責任をもって引継ぎます。 

・入所者が外部の医療機関に通院する場

合は、その介添えについてできるだけ配

慮します。 
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相談および援助 ・当施設は、入所者およびそのご家族か

らのいかなる相談についても誠意をもっ

て応じ、可能な限り必要な援助を行うよ

う努めます。 

 

(2)介護保険給付外サービス 

種 類 内   容 利用料 

おむつ等の提供 ・利用者のご希望に応じて提供します。 実費個人負担 

食材・おやつの

提供 

・調理員による食材の検収により、新鮮

で安価な食材を提供します。 

下記参照 

レクリエーショ

ン行事 

・当施設では、施設行事計画にそってレ

クリエーション行事を企画します。 

・施設外レクリエーショ

ンについて実費（交通

費・入場料等） 

 

10 苦情等申立先 

当施設ご利用相

談室 

窓口    グループホーム とぎしの家 

窓口担当者 管理者 上代由美子 

ご利用時間 月曜～金曜日 午前 9 時～午後 17 時 

ご利用方法 電話 0854－43－6555 

 また、下記の窓口でも受け付けます。 

当施設ご利用相

談室 

第三者委員   朝日 照男（民生児童委員）0854-43-2772 

        勝部 洋一（法人監事）  0854-43-4613 

市町村     雲南市地域包括支援センター 

  電話０８５４－４２－８００８ 

雲南広域連合   

電話０８５４－４７－７３４２ 

島根県国民健康保険団体連絡会 介護サービス苦情相談窓口 

  電話０８５２－２１－２８１１ 

受付時間    毎週月曜日～金曜日９:００～１７:００ 

 

11 協力医療機関 

医療機関の名称 公立雲南総合病院 

所在地 島根県雲南市大東町飯田 96－1 

電話番号 0854－43－2390 

診療科 内科、外科、整形外科、精神科、眼科他 

入院設備 ベッド数２０８床 

救急指定の有無 有り 

契約の概要 

 

公立雲南総合病（院は、当施設入所者に病状の急変があ

った場合やその他必要な場合に協力をする。 
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医療機関の名称 横山医院 

所在地 島根県雲南市木次町東日登 425-1 

電話番号 0854－42－0123 

診療科 内科 

入院設備 なし 

救急指定の有無 なし 

契約の概要 

 

看護師派遣及び 24 時間連絡体制 

 

12 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める「グループホームとぎしの家 消防計画」にのっとり

対応を行います。 

平常時の訓練等 別途定める「グループホームとぎしの家 消防計画」にのっと

り、年２回夜間および昼間を想定した避難訓練を、入所者も参加

して実施します。 

防災設備 

（特別養護老人ホーム 

と共通） 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター ０個所 

非難階段 ０個所 屋内消火栓 ４個所 

自動火災報知機 あり 非常通報装置 あり 

誘導灯 ２個所 漏電火災報知機 あり 

ガス漏れ報知機 あり 非常用電源 なし 

カーテン等は防煙性能のあるものを使用しております 

消防計画等 防火管理者：上代由美子 

 

13 当施設ご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 来訪者は、必ずその都度職員に連絡してください。来訪者が宿泊さ

れる場合にご連絡ください。 

外出・外泊 外泊・外出の際には必ず行き先と帰宅時間を職員に連絡してくださ

い。 

嘱託医師以外の

医療機関への受

診 

原則として家族が付き添って受診してください。 

送迎等が必要な場合は送迎いたします。 

 

居室・設備・器

具の利用 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用下さ

い。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償していた

だくことがございます。 

喫煙 喫煙は決められた場所以外ではお断りします。 

所持品の管理 必要な場合は施設が管理します。 

現金等の管理 必要な場合は施設が管理します。 
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14  利用料金 

（１）介護保険部分 

基本料金                        （１日当たり）        

要介護度と         

基本サービス料金 

要介護１ 

7,650 円 

要介護２ 

8,010 円 

要介護３ 

8,240 円 

要介護４ 

8,410 円 

要介護５ 

8,590 円 

サービス料金に係る自

己負担額（1 割負担） 
 765 円  801 円  824 円  841 円  859 円 

サービス料金に係る自

己負担額（2 割負担） 
 1,530 円  1,602 円  1,648 円  1,682 円  1,718 円 

サービス料金に係る自

己負担額（3 割負担） 
 2,295 円  2,404 円  2,472 円  2,524 円  2,577 円 

 

加算料金 

 下記の該当する加算項目について１日に単位数×１円の料金が加算されます。 

 

② 初期加算            ３０単位／日・人（入居日から３０日間） 

 

②医療連携体制加算（ハ）      ３７単位／日・人 

 

③認知症チームケア推進加算（Ⅱ）       １２０単位／月・人 

                  

 

④サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２２単位／日・人 

           

⑤退去時相談援助加算        ４００単位（利用者１人につき１回を限度） 

 

⑥退去時情報提供加算        ２５０単位／回 

 

⑦若年性認知症利用者受入加算    １２０単位／日・人 

 

⑧看取り介護加算     ７２単位／日・人（死亡日以前３１日以上４５日以下） 

１４４単位／日・人（死亡日以前４日以上３０日以下）  

６８０単位／日・人（死亡日以前 2 日又は３日） 

１２８０単位／日・人（死亡日） 

⑧入院時費用       ２４６単位／日・人（月 6 日限度） 

                    

   ⑨介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     基本サービス料金とその他の加算の合計 

                     単位数の 18.6％（区分支給限度額外） 

 

※①初期加算は入居日から起算して 30 日以内の期間 
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②医療連携体制加算は入居者が重度化した場合に備えた医療連携体制についての加算 

 ③認知症専門ケア加算（Ⅰ）は認知症ケアの専門性を評価した加算 

   要件：県指定の研修修了者を配置 

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方が入居者の 1/2 以上 

 ④サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 介護職員に占める介護福祉士の配置要件を評価し

た加算 

⑤⑥⑦⑧については該当する場合のみ加算 

⑨介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）は、介護職員の賃金改善に係る加算 

 

（２）介護保険外部分 

 

 食費（1 日） 

３食（おやつ込み） 

光熱水費（1 日） 

 

家賃（1 ヶ月） 

 

負担額 １，７５０円 ２５０円 ２７，０００円 

※食費内訳（朝食 350 円、昼夕 600 円、おやつ他 200 円） 

 

 尚、入院で居室を使用されない場合は、光熱水費は頂きませんが、家賃は使用料として

頂きます。但し、短期利用型共同生活介護（ショート利用）を利用させて頂く場合があり

ますが、その際には家賃は頂きません。 

 

（３）その他実費負担金 

    入居時保証金  １０万円 

     退去時に居室の補修費および清掃費に使用させて頂きます。償却期間は５年と

なり、入居時から均等償却いたします。（別紙参照） 

    実費負担金   利用者の身体状態によって個別に必要と思われる用品（清拭等

で必要になるケア用品、栄養補助食品、とろみ食品等） 

            食材料費その他認知症対応型共同生活介護サービスの中で提供

される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに

係る費用であって、入居者様に負担させることが適当と認めら

れる費用は、実費負担して頂きます。 

（４）利用料金の支払い方法 

前記（１）、（２）、（３）の料金、費用については原則として、事業所にて

来所して頂き、現金払いとさせていただきます。但し、来所が困難な場合につ

いては、以下の金融機関の中よりご指定いただき口座振替により領収させて頂

きます。振替日は１５日とさせていただきます。（１５日が土日祝日の場合は

翌営業日となります。）なお振替手数料をご負担いただきます。 

金融機関名         振替手数料 

ゆうちょ銀行        １０円 

雲南農業協同組合      ５５円 

山陰合同銀行        ５５円 
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15 認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業による家賃等の軽減制度 

雲南広域連合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業実施要綱（以下、要

綱）に基づき対象者には家賃光熱水費について軽減を行います。 

一 軽減対象者 

 被保険者で、かつ、次のいずれかに該当する者とする。ただし、短期利用共同生活介

護の利用者は除くものとする。 

 （1）世帯全員が要綱第７条第１項で規定する申請をした日（以下「申請日」とい

う。）の属する年度（申請日の属する月が４月から７月までの場合にあっては、前

年度。以下「申請日の属する年度」という。）において住民非課税で、本人が老齢

福祉年金受給者又は生活保護受給者 

 （2）世帯全員が申請日の属する年度において住民非課税で、本人の合計所得金額、課

税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が 80 万円以下の者 

 （3）世帯全員が申請日の属する年度において住民非課税で、本人の合計所得金額、課

税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が 80 万円を超える者 

二 助成上限額 

 ・上記（1）該当対象者 12,000 円/月、400 円/日 

 ・上記（2）該当対象者 10,000 円/月、330 円/日 

・上記（3）該当対象者  8,000 円/月、270 円/日 

 

16 事故発生時の対応 

   入居者に万が一事故が発生した場合、職員が緊急の処置をし、御家族・関係機関に

速やかに連絡し、適切に対応する。また、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の

保険に加入し、事故等が発生した時は関係者と協議し対応いたします。 

 

17 高齢者虐待防止について 

・当施設は、虐待防止に関する責任者を選定しています。  

 虐待防止に関する責任者 森山 史朗 

   

・当施設は、虐待防止のための指針を整備します。  

・当施設は、成年後見人制度の利用を支援します。  

・当施設は、苦情解決体制を整備しています。  

・虐待防止委員会を設置し、虐待防止のための計画づくり、虐待防止のチェックとモニタ

リング、虐待発生後の検証と再発防止策の検討を行います。  

・サービス提供中に、当施設の従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同 

居人等）による虐待を受けたと思われるご利用者（入所者）を発見した場合は、速 

やかにこれを市町村等に通報します。 
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18 緊急やむを得ない場合の身体拘束の手続き   

身体拘束等の適正化に向けての取り組み  

・当施設は、身体的拘束等の適正化の指針を整備します。  

・サービス提供に当たり、ご利用者（入所者）または他のご利用者（入所者）の生命 

または身体を保護するためやむを得ない場合を除き、身体拘束を行いません。  

・緊急やむを得ず身体拘束を実施する場合は、その事由をご利用者（入所者）及び保 

証人に、【緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書】をもって説明し、同意を得ま 

す。  

・当施設は、緊急やむを得ず行う身体拘束について、実施状況の記録を整備し、その 

廃止に向けて対策を検討する委員会を開催するなど、身体的拘束等の適正化の取り 

組みを行います。  

・身体拘束等の適正化のための従業者に対する研修を定期的に行います。 

 

19 感染症予防及び感染症発生時の対応（衛生管理等を含む）  

・当施設の用に供する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生 

的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。  

・当施設において感染症の発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、 

食中毒及び感染症の発生防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助 

言・指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。  

・当施設は、感染症対策の指針を整備します。  

・当施設は、感染症発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修、発生時の訓 

練を定期的に行います。 

 

20 非常災害対策  

当施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取組 

みを行います。  

・防災の対応：消防計画に基づき速やかに消火活動に努めるとともに、避難・誘導に 

あたります。  

・防災設備：防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、必要設備を設けます。  

・防災訓練：消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、従業者およびご利用者 

（入所者）、地域住民の参加が得られるよう連携に努め、消火通報、避難訓練を年間 

計画で実施します。  

・当施設は、大地震等の自然災害、感染症のまん延等、あらゆる不測の事態が発生し 

ても事業を継続できるよう計画（ＢＣＰ）を策定し、研修の実施、訓練を定期的に 

行います。 

 

22 地域との連携  

（１）事業所は、周辺地域との相互理解に深め、地域に開かれ、地域と支えあうグループ 

ホームとなるために入居者、入居者の家族、市町村の職員、地域住民の代表等で構成 

される運営推進会議を設置します。  
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（２）2 ヶ月に１回、運営推進会議を開催し、活動状況を報告し、運営推進会議による評 

価を受けるとともに運営推進会議からの必要な要望、助言等を聞く機会を設けています。 

 

 

21 第三者評価の実施状況等 

  第三者評価の実施状況    有    無 

   実 施 日      令和 5 年 12 月 20 日 

   評価機関名称      ＮＰＯしまね介護ネット 

   結果の開示       有    無 

 

説明担当者  

 グループホーム とぎしの家 

     役職 管理者 氏名 上代 由美子    

 

上記重要事項の説明を受けその内容に同意しました。 

 

 令和  年  月  日 

                      利用者住所                      

利用者氏名                    印 

                      署名代行者住所                           

署名代行者氏名                                   印 

利用者との続柄                    
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（別紙） 

入居保証金内訳 

入居期間 償却率 返金額 

１年未満 0 100,000 

1 年～2 年 0.2 80,000 

2 年～3 年 0.4 60,000 

3 年～4 年 0.6 40,000 

4 年～5 年 0.8 20,000 

5 年以上 1.0 0 

 


